
そうま市議会だより

令和６年 11 月１日号

議員市

９月定例会の概要９月定例会の概要令和６年第５回９月定例会は、９月
２日から９月 19 日までの 18 日間の
会期で行われ、市長提案議案 15 件、
請願２件、陳情１件、議員提出議案 1
件、認定６件を議決しました。
　ここでは、主な議案の内容と委員
会審査を含めた審議の経過などにつ
いて、お知らせします。

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
法

令
等
の
規
定
に
合
わ
せ
た
字
句
の
整
理
な
ど
を
行
う
も
の
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
12
月
か
ら
健
康
保
険
証
が
通
称
マ

イ
ナ
保
険
証
に
一
体
化
さ
れ
、
各
健
康
保
険
の
資
格
確
認
、

市
子
ど
も
医
療
費
の
助
成
及
び
市
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費

の
助
成
等
の
申
請
手
続
き
が
簡
略
化
さ
れ
る
。

第 73号

　

個
人
番
号
を
利
用
し
た
情
報
連
携
に
よ
る
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
や
有
効
性
に
つ
い
て
問

う
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
に
よ
り
、
申
請
者
が
現
在
ど

の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
確
認
が
取
れ

る
た
め
、
手
続
の
際
に
申
請
者
へ
確
認
す
る
書

類
等
の
簡
素
化
が
図
ら
れ
、
迅
速
な
手
続
が
可

能
と
な
る
。 1515

後
期
高
齢
者
被
保
険
者
証
及
び
資
格
証
明
書
の

後
期
高
齢
者
被
保
険
者
証
及
び
資
格
証
明
書
の

議
案
を
議
決

15

　
　

廃
止
に
伴
い
資
格
確
認
書
の
発
行

　
　

廃
止
に
伴
い
資
格
確
認
書
の
発
行
な
ど　
　

　
　

廃
止
に
伴
い
資
格
確
認
書
の
発
行

後
期
高
齢
者
被
保
険
者
証
及
び
資
格
証
明
書
の

個
人
番
号
の
利
用
及
び

　

特
定
個
人
情
報
の

　
　

提
供
に
関
す
る
条
例

2



そうま市議会だより

令和 6年 11 月１日号

市長提出議案審査

☆ 

農
業
委
員
会
委
員

　
　
　

瀬　

恵
美
子　

氏　
（
新
任
）

☆ 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

　
　

中
島　
　

寛　

氏
（
再
任
）

　
　

荒　
　

知
之　

氏
（
再
任
）

☆ 

人
権
擁
護
委
員

　
　

菊
地　

義
広　

氏
（
再
任
）

　
　

菊
池　

幸
枝　

氏
（
再
任
）

　
　
　

　

本
年
12
月
２
日
以
降
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
一
体
化
に

伴
い
、
新
規
で
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
発
行

さ
れ
な
く
な
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

　

な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い
方

及
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
被
保
険
者
証
の
紐
付
け

を
さ
れ
て
い
な
い
方
が
従
来
の
被
保
険
者
証
と
同
じ
よ

う
に
医
療
機
関
等
で
受
診
が
で
き
る
資
格
確
認
書
を
発

行
す
る
。

　

ま
た
、
経
過
措
置
と
し
て
、
12
月
1
日
ま
で
に
交
付

さ
れ
た
被
保
険
者
証
は
住
所
や
負
担
割
合
等
に
変
更
が

な
い
限
り
、
有
効
期
限
（
令
和
7
年
7
月
31
日
）
ま
で

使
え
る
。

　

国
の
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
の
改
正
で
条
文

の
整
理
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
あ
わ
せ
改
正
す
る
も

の
。
条
項
の
繰
上
げ
で
規
定
の
中
身
自
体
に
変
更

は
な
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
に
つ
い
て
は
、
今
回

所
得
制
限
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
の
受
給
対
象
者
に
も
所
得
制
限
が
あ
り
、

同
じ
所
得
額
を
適
用
し
て
い
る
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
所
得
要
件
の
変
更
に
あ
わ
せ

て
、
ひ
と
り
親
の
受
給
資
格
の
所
得
制
限
も
変
え

る
こ
と
に
な
る
。

　

ひ
と
り
親
の
受
給
資
格
の
更
新
時
期
は
11
月
か

ら
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
新
し
い

要
件
で
今
後
所
得
判
定
を
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

第 74号

第 72 号

後
期
高
齢
者
被
保
険
者
証　

　

及
び
資
格
証
明
書
の

　
　

廃
止
に
伴
い

　
　
　

資
格
確
認
書
の
発
行

人
事
案
件
５
件
を
議
決

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費

  

助
成
に
関
す
る
条
例
の     

  

一
部
を
改
正
す
る
条
例
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